
別
表

第
七

㈡
別

表
第

七
㈡

上
場

株
式

等
の

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

上
場

株
式

等
の

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
の

所
得

税
徴

収
高

計
算

書
座

内
配

当
等

の
所

得
税

徴
収

高
計

算
書

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場
合

の
所

得
税

徴
収

高
計

算
書

（
表

部
分

の
改

正
に

つ
い

て
は

省
略

）
（

表
部

分
の

改
正

に
つ

い
て

は
省

略
）

備
考

備
考

１
こ

の
計

算
書

を
「

上
場

株
式

等
の

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
及

び
１

「
令

和
年

（
月

）
分

」
の

空
欄

に
は

、
法

第
3
7
条

の
1
1
の

４
第

１
項

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

の
所

得
税

徴
収

高
計

算
書

」
と

し
て

使
用

す
る

場
に

規
定

す
る

源
泉

徴
収

選
択

口
座

（
以

下
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

」
と

い
う

。
）

合
に

は
、

こ
の

計
算

書
の

表
の

「
非

課
税

口
座

等
に

お
い

て
契

約
不

履
行

等
事

由
に

係
る

特
定

口
座

内
保

管
上

場
株

式
等

の
譲

渡
の

対
価

若
し

く
は

源
泉

徴
収

選
択

が
生

じ
た

場
合

」
の

字
句

を
抹

消
し

、
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
口

座
に

お
い

て
処

理
さ

れ
た

上
場

株
式

等
の

信
用

取
引

等
に

係
る

差
金

決
済

に
よ

⑴
「

令
和

年
（

月
）

分
」

の
空

欄
に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
1
の

４
第

１
る

差
益

に
相

当
す

る
金

額
の

支
払

又
は

法
第

3
7
条

の
1
1
の

６
第

１
項

に
規

定
す

る

項
に

規
定

す
る

源
泉

徴
収

選
択

口
座

（
以

下
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

」
と

い
う

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

（
以

下
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

」
と

い

。
）

に
係

る
特

定
口

座
内

保
管

上
場

株
式

等
の

譲
渡

の
対

価
若

し
く

は
源

泉
徴

う
。

）
の

交
付

を
し

た
年

（
源

泉
徴

収
選

択
口

座
に

つ
き

施
行

令
第

2
5
条

の
1
0
の

収
選

択
口

座
に

お
い

て
処

理
さ

れ
た

上
場

株
式

等
の

信
用

取
引

等
に

係
る

差
金

1
1
第

２
項

各
号

に
規

定
す

る
事

由
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

当
該

事
由

が
生

じ
た

日

決
済

に
よ

る
差

益
に

相
当

す
る

金
額

の
支

払
又

は
法

第
3
7
条

の
1
1
の

６
第

１
項

の
属

す
る

年
及

び
月

）
を

記
載

す
る

こ
と

。

に
規

定
す

る
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
（

以
下

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

２
「

上
場

株
式

等
の

譲
渡

」
の

欄
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

配
当

等
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
し

た
年

（
源

泉
徴

収
選

択
口

座
に

つ
き

施
行

⑴
「

納
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
1
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

徴

令
第

2
5
条

の
1
0
の

1
1
第

２
項

各
号

に
規

定
す

る
事

由
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

当
収

し
て

納
付

す
る

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ

該
事

由
が

生
じ

た
日

の
属

す
る

年
及

び
月

）
を

記
載

す
る

こ
と

。
と

。

⑵
「

上
場

株
式

等
の

譲
渡

」
の

欄
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

イ
「

人
員

」
の

項
に

は
、

実
際

人
員

を
記

載
す

る
こ

と
。

と
。

ロ
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
等

及
び

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内

イ
「

納
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
1
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

配
当

等
の

額
」

の
項

に
は

、
そ

の
年

（
施

行
令

第
2
5
条

の
1
0
の

1
1
第

２
項

各

徴
収

し
て

納
付

す
る

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
号

に
規

定
す

る
事

由
が

生
じ

た
源

泉
徴

収
選

択
口

座
に

あ
つ

て
は

、
当

該
事

る
こ

と
。

由
が

生
じ

た
日

ま
で

の
期

間
に

限
る

。
以

下
同

じ
。

）
に

行
わ

れ
た

源
泉

徴

「
人

員
」

の
項

に
は

、
実

際
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。
収

選
択

口
座

に
係

る
特

定
口

座
内

保
管

上
場

株
式

等
の

譲
渡

又
は

源
泉

徴
収

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

等
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座
選

択
口

座
に

お
い

て
処

理
さ

れ
た

上
場

株
式

等
の

信
用

取
引

等
に

係
る

差
金

内
配

当
等

の
額

又
は

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

決
済

に
よ

り
生

じ
た

法
第

3
7
条

の
1
1
の

４
第

２
項

に
規

定
す

る
源

泉
徴

収
選

じ
た

場
合

の
上

場
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

の
金

額
及

び
配

当
所

得
の

金
額

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

の
総

額
（

施
行

令
第

2
5
条

の
1
0
の

1
1
第

９
項

の
規

」
の

項
に

は
、

そ
の

年
（

施
行

令
第

2
5
条

の
1
0
の

1
1
第

２
項

各
号

に
規

定
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

す
る

事
由

が
生

じ
た

源
泉

徴
収

選
択

口
座

に
あ

つ
て

は
、

当
該

事
由

が
生

の
総

額
か

ら
そ

の
年

の
同

項
に

規
定

す
る

還
付

す
べ

き
金

額
に

相
当

す
る

金

5-1



じ
た

日
ま

で
の

期
間

に
限

る
。

以
下

１
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

行
わ

れ
た

額
の

計
算

の
基

礎
と

な
つ

た
金

額
（

そ
の

年
に

お
い

て
生

じ
た

法
第

3
7
条

の

源
泉

徴
収

選
択

口
座

に
係

る
特

定
口

座
内

保
管

上
場

株
式

等
の

譲
渡

又
は

1
1
の

４
第

３
項

に
規

定
す

る
満

た
な

い
部

分
の

金
額

及
び

特
定

費
用

の
金

額

源
泉

徴
収

選
択

口
座

に
お

い
て

処
理

さ
れ

た
上

場
株

式
等

の
信

用
取

引
等

を
い

う
。

⑵
ロ

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
総

額
を

控
除

し
た

金
額

）
を

記
載

す

に
係

る
差

金
決

済
に

よ
り

生
じ

た
法

第
3
7
条

の
1
1
の

４
第

２
項

に
規

定
す

る
こ

と
。

る
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

の
総

額
（

施
行

令
第

2
5
条

の
1
0

⑵
「

還
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
け

る
法

第
3
7
条

の
1
1
の

４
第

３
項

の
1
1
第

９
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

源
泉

徴
収

選
択

口
の

規
定

に
よ

り
居

住
者

又
は

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居
住

者
に

還
付

す
べ

き

座
内

調
整

所
得

金
額

の
総

額
か

ら
そ

の
年

の
同

項
に

規
定

す
る

還
付

す
べ

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

き
金

額
に

相
当

す
る

金
額

の
計

算
の

基
礎

と
な

つ
た

金
額

（
そ

の
年

に
お

イ
「

人
員

」
の

項
に

は
、

実
際

人
員

を
記

載
す

る
こ

と
。

い
て

生
じ

た
法

第
3
7
条

の
1
1
の

４
第

３
項

に
規

定
す

る
満

た
な

い
部

分
の

ロ
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
等

及
び

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内

金
額

及
び

特
定

費
用

の
金

額
を

い
う

。
ロ

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
総

額
を

配
当

等
の

額
」

の
項

に
は

、
そ

の
年

の
還

付
す

べ
き

金
額

に
相

当
す

る
金

額

控
除

し
た

金
額

）
を

記
載

す
る

こ
と

。
の

計
算

の
基

礎
と

な
つ

た
金

額
の

総
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

ロ
「

還
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
け

る
法

第
3
7
条

の
1
1
の

４
第

３

項
の

規
定

に
よ

り
居

住
者

又
は

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居
住

者
に

還
付

す

べ
き

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

「
人

員
」

の
項

に
は

、
実

際
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

等
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座

内
配

当
等

の
額

又
は

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場
合

の
上

場
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

の
金

額
及

び
配

当
所

得
の

金
額

」
の

項
に

は
、

そ
の

年
の

還
付

す
べ

き
金

額
に

相
当

す
る

金
額

の
計

算
の

基
礎

と
な

つ
た

金
額

の
総

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑶
「

配
当

等
」

の
欄

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

イ
「

納
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
中

に
交

付
し

た
源

泉
徴

収
選

択
口

座

内
配

当
等

に
つ

い
て

法
第

３
条

の
３

第
３

項
（

同
条

第
１

項
に

規
定

す
る

国

外
一

般
公

社
債

等
の

利
子

等
に

係
る

部
分

を
除

く
。

）
、

第
８

条
の

３
第

３

項
（

同
条

第
２

項
第

２
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）

、
第

９
条

の
２

第
２

項

又
は

第
９

条
の

３
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

徴
収

し
て

納
付

す
る

所
得

税

の
額

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

「
人

員
」

の
項

に
は

、
実

際
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

等
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座

内
配

当
等

の
額

又
は

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場
合

の
上

場
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

の
金

額
及

び
配

当
所

得
の

金
額

」
の

項
に

は
、

そ
の

年
中

に
交

付
し

た
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
の

額
の

総
額

（
法

第
3
7
条

の
1
1
の

６
第

６
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に
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は
、

当
該

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

の
額

の
総

額
か

ら
同

項
の

規
定

に
よ

り
控

除
し

た
同

項
各

号
に

掲
げ

る
金

額
の

合
計

額
の

総
額

を
控

除
し

た
金

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

ロ
「

還
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
け

る
法

第
3
7
条

の
1
1
の

６
第

７

項
の

規
定

に
よ

り
居

住
者

又
は

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居
住

者
に

還
付

す

べ
き

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

「
人

員
」

の
項

に
は

、
実

際
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

等
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座

内
配

当
等

の
額

又
は

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場
合

の
上

場
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

の
金

額
及

び
配

当
所

得
の

金
額

」
の

項
に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
1
の

６
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

年
中

に

交
付

し
た

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

の
額

か
ら

控
除

し
た

同
項

各
号

に
掲

げ
る

金
額

の
合

計
額

の
総

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑷
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
に

つ
い

て
、

法
第

９
条

の
３

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
控

除
し

た
同

項
各

号
に

定
め

る
金

額
（

以
下

⑷
及

び
２

⑷
に

お
い

て
「

上
場

株
式

配
当

等
控

除
額

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
場

合
に

は
、

「
摘

要
」

の
欄

に
そ

の
旨

及
び

控
除

し
た

上
場

株
式

配
当

等
控

除
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
こ

の
計

算
書

を
「

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場

合
の

所
得

税
徴

収
高

計
算

書
」

と
し

て
使

用
す

る
場

合
に

は
、

こ
の

計
算

書
の

表

の
「

上
場

株
式

等
の

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
及

び
源

泉
徴

収
選

択

口
座

内
配

当
等

」
の

字
句

を
抹

消
し

、
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

⑴
「

令
和

年
（

月
）

分
」

の
空

欄
に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
4
第

５
項

第

１
号

に
規

定
す

る
非

課
税

口
座

（
以

下
「

非
課

税
口

座
」

と
い

う
。

）
に

つ
き

同
条

第
６

項
に

規
定

す
る

契
約

不
履

行
等

事
由

（
以

下
２

に
お

い
て

「
契

約
不

履
行

等
事

由
」

と
い

う
。

）
が

生
じ

た
日

の
属

す
る

年
及

び
月

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑵
「

上
場

株
式

等
の

譲
渡

」
の

欄
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

イ
「

納
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
4
第

８
項

の
規

定
に

よ
り

徴
収

し
て

納
付

す
る

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ

と
。

「
人

員
」

の
項

に
は

、
実

際
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

等
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座
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内
配

当
等

の
額

又
は

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場
合

の
上

場
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

の
金

額
及

び
配

当
所

得
の

金
額

」
の

項
に

は
、

そ
の

月
に

お
い

て
法

第
3
7
条

の
1
4
第

８
項

の
規

定
に

よ
り

所
得

税
を

徴
収

す
べ

き
非

課
税

口
座

に
係

る
同

項
第

１
号

に
掲

げ
る

金
額

か
ら

同
項

第
２

号
に

掲
げ

る
金

額
を

控
除

し
た

金
額

（
３

に
お

い
て

「
契

約
不

履
行

等
事

由
に

係
る

譲
渡

所
得

等
の

金
額

」
と

い
う

。
）

の
総

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

ロ
「

還
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

記
載

を
要

し
な

い
。

⑶
「

配
当

等
」

の
欄

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

イ
「

納
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り

法
第

９
条

の
８

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
か

つ
た

も
の

と
さ

れ
る

同
項

に

規
定

す
る

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
の

配
当

等
（

以
下

「
非

課
税

口
座

内

上
場

株
式

等
の

配
当

等
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
法

第
８

条
の

３
第

３
項

（

同
条

第
２

項
第

２
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）

又
は

第
９

条
の

３
の

２
第

１

項
の

規
定

に
よ

り
徴

収
し

て
納

付
す

る
所

得
税

の
額

に
つ

き
、

そ
れ

ぞ
れ

次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

「
人

員
」

の
項

に
は

、
実

際
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

等
及

び
源

泉
徴

収
選

択
口

座

内
配

当
等

の
額

又
は

非
課

税
口

座
等

に
お

い
て

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

場
合

の
上

場
株

式
等

の
譲

渡
所

得
等

の
金

額
及

び
配

当
所

得
の

金
額

」
の

項
に

は
、

そ
の

月
に

お
い

て
契

約
不

履
行

等
事

由
が

生
じ

た
こ

と
に

よ
り

法
第

９
条

の
８

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
か

つ
た

も
の

と
さ

れ
る

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
の

配
当

等
の

額
（

３
に

お
い

て
「

契
約

不
履

行
等

事
由

に
係

る
配

当
等

の
額

」
と

い
う

。
）

の
総

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

ロ
「

還
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

記
載

を
要

し
な

い
。

⑷
契

約
不

履
行

等
事

由
が

生
じ

た
こ

と
に

よ
り

法
第

９
条

の
８

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
か

つ
た

も
の

と
さ

れ
る

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
の

配
当

等
に

つ
い

て
、

上
場

株
式

配
当

等
控

除
額

が
あ

る
場

合
に

は
、

「
摘

要
」

の
欄

に
そ

の
旨

及
び

控
除

し
た

上
場

株
式

配
当

等
控

除
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
「

配
当

等
」

の
欄

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

⑴
「

納
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
中

に
交

付
し

た
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
に

つ
い

て
法

第
３

条
の

３
第

３
項

（
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
国

外
一

般
公

社
債

等
の

利
子

等
に

係
る

部
分

を
除

く
。

）
、

第
８

条
の

３
第

３
項

（
同
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条
第

２
項

第
２

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
、

第
９

条
の

２
第

２
項

又
は

第
９

条
の

３
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

徴
収

し
て

納
付

す
る

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

イ
「

人
員

」
の

項
に

は
、

実
際

人
員

を
記

載
す

る
こ

と
。

ロ
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
等

及
び

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内

配
当

等
の

額
」

の
項

に
は

、
そ

の
年

中
に

交
付

し
た

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内

配
当

等
の

額
の

総
額

（
法

第
3
7
条

の
1
1
の

６
第

６
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る

場
合

に
は

、
当

該
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
の

額
の

総
額

か
ら

同
項

の

規
定

に
よ

り
控

除
し

た
同

項
各

号
に

掲
げ

る
金

額
の

合
計

額
の

総
額

を
控

除

し
た

金
額

）
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑵
「

還
付

税
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
け

る
法

第
3
7
条

の
1
1
の

６
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

居
住

者
又

は
恒

久
的

施
設

を
有

す
る

非
居

住
者

に
還

付
す

べ
き

所
得

税
の

額
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

イ
「

人
員

」
の

項
に

は
、

実
際

人
員

を
記

載
す

る
こ

と
。

ロ
「

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
等

及
び

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内

配
当

等
の

額
」

の
項

に
は

、
法

第
3
7
条

の
1
1
の

６
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

そ

の
年

中
に

交
付

し
た

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

の
額

か
ら

控
除

し
た

同

項
各

号
に

掲
げ

る
金

額
の

合
計

額
の

総
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

４
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
当

等
に

つ
い

て
、

法
第

９
条

の
３

の
２

第
３

項
の

規

定
に

よ
り

控
除

し
た

同
項

各
号

に
定

め
る

金
額

（
以

下
４

に
お

い
て

「
上

場
株

式

配
当

等
控

除
額

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
場

合
に

は
、

「
摘

要
」

の
欄

に
そ

の
旨

及

び
控

除
し

た
上

場
株

式
配

当
等

控
除

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
租

税
条

約
の

規
定

に
よ

り
所

得
税

が
免

除
さ

れ
る

も
の

（
外

国
居

住
者

等
所

得
５

租
税

条
約

の
規

定
に

よ
り

所
得

税
が

免
除

さ
れ

る
も

の
（

外
国

居
住

者
等

所
得

相
互

免
除

法
第

２
章

の
所

得
税

の
非

課
税

に
関

す
る

規
定

に
よ

り
非

課
税

と
さ

れ
相

互
免

除
法

第
２

章
の

所
得

税
の

非
課

税
に

関
す

る
規

定
に

よ
り

非
課

税
と

さ
れ

る
も

の
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

は
、

「
摘

要
」

の
欄

に
そ

の
人

員
及

び
当

該
源

泉
る

も
の

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
は

、
「

摘
要

」
の

欄
に

そ
の

人
員

及
び

当
該

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
調

整
所

得
金

額
の

合
計

額
若

し
く

は
源

泉
徴

収
選

択
口

座
内

配
徴

収
選

択
口

座
内

調
整

所
得

金
額

の
合

計
額

又
は

源
泉

徴
収

選
択

口
座

内
配

当
等

当
等

の
額

の
合

計
額

又
は

契
約

不
履

行
等

事
由

に
係

る
譲

渡
所

得
等

の
金

額
の

合
の

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

計
額

若
し

く
は

契
約

不
履

行
等

事
由

に
係

る
配

当
等

の
額

の
合

計
額

を
記

載
す

る

こ
と

。

４
省

略
６

同
左

別
表

第
七

㈢
別

表
第

七
㈢
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非
課

税
口

座
年

間
取

引
報

告
書

非
課

税
口

座
年

間
取

引
報

告
書

令
和

年
分

令
和

年
分

未
成

年
者

口
座

年
間

取
引

報
告

書
未

成
年

者
口

座
年

間
取

引
報

告
書

（
表

部
分

の
改

正
に

つ
い

て
は

省
略

）
（

表
部

分
の

改
正

に
つ

い
て

は
省

略
）

備
考

備
考

１
こ

の
報

告
書

は
、

居
住

者
若

し
く

は
恒

久
的

施
設

を
有

す
る

非
居

住
者

が
開

設
１

こ
の

報
告

書
は

、
居

住
者

若
し

く
は

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居
住

者
が

開
設

し
た

非
課

税
口

座
（

法
第

3
7
条

の
1
4
第

５
項

第
１

号
に

規
定

す
る

非
課

税
口

座
を

し
た

非
課

税
口

座
（

法
第

3
7
条

の
1
4
第

５
項

第
１

号
に

規
定

す
る

非
課

税
口

座
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

お
い

て
さ

れ
た

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
（

同
条

第
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
お

い
て

さ
れ

た
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

（
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
譲

渡
１

項
に

規
定

す
る

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

譲
渡

（
同

項
に

規
定

す
る

譲
渡

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

若
し

く
は

非
課

税
口

座
内

上
（

同
項

に
規

定
す

る
譲

渡
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
若

し
く

は
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

（
法

第
９

条
の

８
第

１
項

に
規

定
す

る
非

課
税

口
座

内
上

場
場

株
式

等
の

配
当

等
（

法
第

９
条

の
８

に
規

定
す

る
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

株
式

等
の

配
当

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

係
る

法
第

3
7
条

の
1
4
第

4
1
項

の
報

の
配

当
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
法

第
3
7
条

の
1
4
第

3
5
項

の
報

告
書

又

告
書

又
は

居
住

者
若

し
く

は
恒

久
的

施
設

を
有

す
る

非
居

住
者

が
開

設
し

た
未

成
は

居
住

者
若

し
く

は
恒

久
的

施
設

を
有

す
る

非
居

住
者

が
開

設
し

た
未

成
年

者
口

年
者

口
座

（
法

第
3
7
条

の
1
4
の

２
第

５
項

第
１

号
に

規
定

す
る

未
成

年
者

口
座

を
座

（
法

第
3
7
条

の
1
4
の

２
第

５
項

第
１

号
に

規
定

す
る

未
成

年
者

口
座

を
い

う
。

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

お
い

て
さ

れ
た

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

（
同

条
以

下
同

じ
。

）
に

お
い

て
さ

れ
た

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

（
同

条
第

１
項

第
１

項
に

規
定

す
る

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
に

規
定

す
る

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
譲

渡
若

譲
渡

若
し

く
は

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

（
法

第
９

条
の

９
第

１
し

く
は

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

（
法

第
９

条
の

９
第

１
項

に
規

項
に

規
定

す
る

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
定

す
る

未
成

年
者

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

）
に

係
る

法
第

3
7
条

の
1
4
の

２
第

2
7
項

の
報

告
書

に
つ

い
て

使
用

す
る

こ
と

。
る

法
第

3
7
条

の
1
4
の

２
第

2
7
項

の
報

告
書

に
つ

い
て

使
用

す
る

こ
と

。

２
こ

の
報

告
書

を
非

課
税

口
座

年
間

取
引

報
告

書
と

し
て

使
用

す
る

場
合

に
は

、
２

同
左

こ
の

報
告

書
の

表
の

「
未

成
年

者
口

座
年

間
取

引
報

告
書

」
の

字
句

を
抹

消
し

、

次
の

要
領

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

⑴
「

住
所

（
居

所
）

」
及

び
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

は
、

こ
の

報
告

書
を

作
成

⑴
「

住
所

（
居

所
）

」
及

び
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

は
、

こ
の

報
告

書
を

作
成

す
る

日
の

現
況

に
よ

る
住

所
又

は
居

所
等

（
そ

の
者

に
係

る
法

第
3
7
条

の
1
4
第

す
る

日
の

現
況

に
よ

る
住

所
又

は
居

所
等

（
そ

の
者

に
係

る
法

第
3
7
条

の
1
4
第

2
9
項

の
規

定
に

よ
る

継
続

適
用

届
出

書
（

同
項

第
１

号
に

規
定

す
る

継
続

適
用

2
3
項

の
規

定
に

よ
る

継
続

適
用

届
出

書
（

同
項

第
１

号
に

規
定

す
る

継
続

適
用

届
出

書
を

い
う

。
）

の
提

出
が

あ
つ

た
日

か
ら

そ
の

者
に

係
る

同
条

第
3
1
項

の
届

出
書

を
い

う
。

）
の

提
出

が
あ

つ
た

日
か

ら
そ

の
者

に
係

る
同

条
第

2
5
項

の

規
定

に
よ

る
帰

国
届

出
書

（
同

項
に

規
定

す
る

帰
国

届
出

書
を

い
う

。
）

の
提

規
定

に
よ

る
帰

国
届

出
書

（
同

項
に

規
定

す
る

帰
国

届
出

書
を

い
う

。
）

の
提

出
が

あ
つ

た
日

ま
で

の
間

に
こ

の
報

告
書

を
作

成
す

る
場

合
に

は
、

そ
の

者
の

出
が

あ
つ

た
日

ま
で

の
間

に
こ

の
報

告
書

を
作

成
す

る
場

合
に

は
、

そ
の

者
の

出
国

（
同

条
第

2
9
項

に
規

定
す

る
出

国
を

い
う

。
）

の
日

の
前

日
の

住
所

又
は

出
国

（
同

条
第

2
3
項

に
規

定
す

る
出

国
を

い
う

。
）

の
日

の
前

日
の

住
所

又
は

居
所

等
）

及
び

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

居
所

等
）

及
び

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
５

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

を
記

載
す

る
こ

利
用

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
５

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

当
該

居
住

者
又

は
恒

久
的

施
設

を
有

す
る

非
居

住
者

に
交

付
す

と
。
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る
報

告
書

に
つ

い
て

は
、

「
個

人
番

号
」

の
欄

は
、

記
載

を
要

し
な

い
。

⑵
省

略
⑵

同
左

⑶
「

整
理

番
号

」
の

欄
に

は
、

第
1
8
条

の
1
5
の

３
第

1
2
項

第
２

号
に

規
定

す
る

⑶
「

整
理

番
号

」
の

欄
に

は
、

第
1
8
条

の
1
5
の

３
第

1
1
項

第
２

号
に

規
定

す
る

非
課

税
適

用
確

認
書

等
に

記
載

若
し

く
は

記
録

が
さ

れ
た

整
理

番
号

又
は

同
号

非
課

税
適

用
確

認
書

等
に

記
載

若
し

く
は

記
録

が
さ

れ
た

整
理

番
号

又
は

同
号

に
規

定
す

る
提

供
を

受
け

た
整

理
番

号
を

記
載

す
る

こ
と

。
に

規
定

す
る

提
供

を
受

け
た

整
理

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑷
「

当
初

取
得

等
上

場
株

式
等

、
満

期
移

管
上

場
株

式
等

又
は

分
割

等
上

場
株

⑷
「

当
初

取
得

等
上

場
株

式
等

、
満

期
移

管
上

場
株

式
等

又
は

分
割

等
上

場
株

式
等

」
の

「
合

計
」

の
欄

に
は

、
当

初
取

得
等

上
場

株
式

等
（

非
課

税
口

座
に

式
等

」
の

「
合

計
」

の
欄

に
は

、
当

初
取

得
等

上
場

株
式

等
（

非
課

税
口

座
に

非
課

税
管

理
勘

定
（

法
第

3
7
条

の
1
4
第

５
項

第
３

号
に

規
定

す
る

非
課

税
管

理
非

課
税

管
理

勘
定

（
法

第
3
7
条

の
1
4
第

５
項

第
３

号
に

規
定

す
る

非
課

税
管

理

勘
定

を
い

う
。

以
下

２
に

お
い

て
同

じ
。

）
、

累
積

投
資

勘
定

（
同

項
第

５
号

勘
定

を
い

う
。

以
下

２
に

お
い

て
同

じ
。

）
、

累
積

投
資

勘
定

（
同

項
第

５
号

に
規

定
す

る
累

積
投

資
勘

定
を

い
う

。
以

下
２

に
お

い
て

同
じ

。
）

又
は

特
定

に
規

定
す

る
累

積
投

資
勘

定
を

い
う

。
以

下
２

に
お

い
て

同
じ

。
）

又
は

特
定

累
積

投
資

勘
定

（
同

項
第

７
号

に
規

定
す

る
特

定
累

積
投

資
勘

定
を

い
う

。
以

累
積

投
資

勘
定

（
同

項
第

７
号

に
規

定
す

る
特

定
累

積
投

資
勘

定
を

い
う

。
以

下
２

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
設

け
ら

れ
た

日
の

属
す

る
年

中
に

当
該

非
課

税
口

下
２

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
設

け
ら

れ
た

日
の

属
す

る
年

中
に

当
該

非
課

税
口

座
に

受
け

入
れ

た
同

項
第

２
号

イ
⑴

若
し

く
は

⑵
、

第
４

号
イ

又
は

第
６

号
ロ

座
に

受
け

入
れ

た
同

項
第

２
号

イ
⑴

若
し

く
は

⑵
、

第
４

号
イ

又
は

第
６

号
イ

⑴
若

し
く

は
ハ

⑴
に

掲
げ

る
上

場
株

式
等

を
い

う
。

以
下

２
に

お
い

て
同

じ
。

若
し

く
は

ハ
に

掲
げ

る
上

場
株

式
等

を
い

う
。

以
下

２
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

）
に

つ
い

て
、

当
該

受
け

入
れ

た
非

課
税

口
座

に
係

る
非

課
税

管
理

勘
定

、
累

つ
い

て
、

当
該

受
け

入
れ

た
非

課
税

口
座

に
係

る
非

課
税

管
理

勘
定

、
累

積
投

積
投

資
勘

定
、

特
定

累
積

投
資

勘
定

又
は

特
定

非
課

税
管

理
勘

定
（

同
項

第
８

資
勘

定
、

特
定

累
積

投
資

勘
定

又
は

特
定

非
課

税
管

理
勘

定
（

同
項

第
８

号
に

号
に

規
定

す
る

特
定

非
課

税
管

理
勘

定
を

い
う

。
以

下
２

に
お

い
て

同
じ

。
）

規
定

す
る

特
定

非
課

税
管

理
勘

定
を

い
う

。
以

下
２

に
お

い
て

同
じ

。
）

ご
と

ご
と

の
当

初
取

得
等

上
場

株
式

等
の

そ
の

年
に

お
け

る
取

得
対

価
の

額
（

同
項

の
当

初
取

得
等

上
場

株
式

等
の

そ
の

年
に

お
け

る
取

得
対

価
の

額
（

同
項

第
２

第
２

号
イ

に
規

定
す

る
取

得
対

価
の

額
を

い
う

。
）

の
合

計
額

を
記

載
す

る
こ

号
イ

に
規

定
す

る
取

得
対

価
の

額
を

い
う

。
）

の
合

計
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

と
。

⑸
・

⑹
省

略
⑸

・
⑹

同
左

⑺
「

そ
の

年
1
2
月

3
1
日

に
受

け
入

れ
て

い
る

上
場

株
式

等
の

購
入

の
代

価
の

額
⑺

同
左

に
相

当
す

る
金

額
」

の
欄

に
は

、
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

イ
「

特
定

累
積

投
資

勘
定

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
の

基
準

日
（

第
1
8
条

の
1
5

イ
「

特
定

累
積

投
資

勘
定

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
の

基
準

日
（

第
1
8
条

の
1
5

の
９

第
２

項
第

７
号

に
規

定
す

る
基

準
日

を
い

う
。

ロ
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

９
第

２
項

第
７

号
に

規
定

す
る

基
準

日
を

い
う

。
ロ

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
お

け
る

施
行

令
第

2
5
条

の
1
3
第

5
0
項

第
１

号
に

定
め

る
金

額
を

記
載

す
る

に
お

け
る

施
行

令
第

2
5
条

の
1
3
第

3
9
項

第
１

号
に

定
め

る
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
こ

と
。

ロ
「

特
定

非
課

税
管

理
勘

定
」

の
欄

に
は

、
そ

の
年

の
基

準
日

に
お

け
る

施
ロ

「
特

定
非

課
税

管
理

勘
定

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
の

基
準

日
に

お
け

る
施

行
令

第
2
5
条

の
1
3
第

5
0
項

第
２

号
に

定
め

る
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
行

令
第

2
5
条

の
1
3
第

3
9
項

第
２

号
に

定
め

る
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

ハ
当

該
非

課
税

口
座

を
開

設
し

た
居

住
者

又
は

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居

住
者

が
そ

の
年

１
月

１
日

に
お

い
て

1
8
歳

未
満

で
あ

る
者

又
は

そ
の

年
中

に

出
生

し
た

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
記

載
を

要
し

な
い

。

⑻
「

そ
の

他
」

の
欄

に
は

、
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
⑻

同
左
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イ
省

略
イ

同
左

ロ
「

非
課

税
口

座
廃

止
届

出
書

に
係

る
年

月
日

」
の

欄
に

は
当

該
非

課
税

口
ロ

「
非

課
税

口
座

廃
止

届
出

書
に

係
る

年
月

日
」

の
欄

に
は

当
該

非
課

税
口

座
に

つ
き

法
第

3
7
条

の
1
4
第

3
3
項

（
第

２
号

及
び

第
３

号
に

係
る

部
分

に
限

座
に

つ
き

法
第

3
7
条

の
1
4
第

2
7
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る
非

課
税

る
。

）
の

規
定

に
よ

り
同

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

規
定

す
る

非
課

税
口

座
口

座
廃

止
届

出
書

の
提

出
が

あ
つ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

場
合

廃
止

届
出

書
の

提
出

が
あ

つ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
に

お
け

る
当

該
み

な
さ

れ
る

こ
と

と
な

つ
た

日
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
「

け
る

当
該

み
な

さ
れ

る
こ

と
と

な
つ

た
日

を
記

載
す

る
と

と
も

に
、

「
届

出
届

出
書

の
種

類
」

の
欄

に
は

該
当

す
る

届
出

書
を

〇
で

囲
み

、
「

提
出

年
月

書
の

種
類

」
の

欄
に

は
該

当
す

る
届

出
書

を
〇

で
囲

み
、

「
提

出
年

月
日

」
日

」
の

欄
に

は
当

該
届

出
書

の
提

出
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。

の
欄

に
は

当
該

届
出

書
の

提
出

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

ハ
省

略
ハ

同
左

⑼
「

課
税

対
象

所
得

等
の

状
況

」
の

欄
に

は
、

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

イ
「

特
定

課
税

未
成

年
者

口
座

内
の

預
貯

金
及

び
預

り
金

の
残

高
」

の
項

に

は
、

そ
の

年
が

当
該

居
住

者
又

は
恒

久
的

施
設

を
有

す
る

非
居

住
者

の
法

第

3
7
条

の
1
4
第

４
項

第
１

号
に

規
定

す
る

基
準

年
の

前
年

以
前

の
各

年
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
非

課
税

口
座

と
同

時
に

設
け

ら
れ

た
同

条
第

５
項

第
９

号

に
規

定
す

る
特

定
課

税
未

成
年

者
口

座
に

、
そ

の
年

1
2
月

3
1
日

（
そ

の
者

が

死
亡

し
た

日
の

属
す

る
年

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

死
亡

の
時

）
に

お
い

て
預

入

れ
又

は
預

託
が

さ
れ

て
い

る
金

銭
の

額
及

び
金

銭
以

外
の

資
産

の
価

額
の

合

計
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

ロ
「

課
税

対
象

と
な

る
配

当
等

に
関

す
る

事
項

」
の

欄
に

は
、

次
の

よ
う

に

記
載

す
る

こ
と

。

「
交

付
を

受
け

た
配

当
等

の
額

の
合

計
額

」
の

項
に

は
、

法
第

3
7
条

の

1
4
第

６
項

に
規

定
す

る
契

約
不

履
行

等
事

由
（

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

契
約

不
履

行
等

事
由

」
と

い
う

。
）

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
、

法
第

９
条

の
８

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

の
規

定
の

適
用

が
な

か
つ

た
も

の
と

さ
れ

る
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

の
額

の
合

計
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

「
特

別
分

配
金

の
額

」
の

項
に

は
、

非
課

税
口

座
を

開
設

し
た

日
か

ら

当
該

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

日
ま

で
の

間
に

当
該

非
課

税
口

座
に

お
い

て
交

付
を

受
け

た
所

得
税

法
第

９
条

第
１

項
第

1
1
号

に
掲

げ
る

収
益

の
分

配
の

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
上

場
株

式
配

当
等

控
除

額
」

の
項

に
は

、
当

該
非

課
税

口
座

内
上

場

株
式

等
の

配
当

等
に

係
る

第
1
8
条

の
1
5
の

９
第

２
項

第
1
2
号

イ
に

規
定

す

る
控

除
外

国
所

得
税

相
当

額
及

び
控

除
所

得
税

相
当

額
の

合
計

額
を

記
載
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す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

合
計

額
の

う
ち

に
当

該
控

除
所

得
税

相
当

額
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

控
除

所
得

税
相

当
額

を
内

書
す

る
こ

と
。「

外
国

所
得

税
の

額
」

の
項

に
は

、
当

該
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

に
つ

き
そ

の
支

払
の

際
に

課
さ

れ
た

第
1
8
条

の
1
5
の

９
第

２
項

第
1
2
号

イ
に

規
定

す
る

外
国

所
得

税
の

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

ハ
「

課
税

対
象

と
な

る
譲

渡
所

得
等

に
関

す
る

事
項

」
の

欄
に

は
、

次
の

よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

「
譲

渡
対

価
の

額
の

合
計

額
」

の
項

に
は

、
契

約
不

履
行

等
事

由
が

生

じ
た

非
課

税
口

座
に

係
る

法
第

3
7
条

の
1
4
第

８
項

第
１

号
に

掲
げ

る
金

額

を
記

載
す

る
こ

と
。

「
取

得
対

価
の

額
及

び
譲

渡
に

要
し

た
費

用
の

額
の

合
計

額
」

の
項

に

は
、

法
第

3
7
条

の
1
4
第

８
項

第
２

号
に

掲
げ

る
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑽
そ

の
年

中
に

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
法

第
９

条
の

８
第

１
項

の
規

定
の

適
用

が
な

か
つ

た
も

の
と

さ
れ

る
非

課
税

口
座

内
上

場
株

式
等

の
配

当
等

が
あ

る
場

合
に

は
、

３
⑹

の
「

口
座

内
の

配
当

等
の

交
付

状
況

」
の

欄
の

記
載

方
法

に
準

じ
て

、
当

該
非

課
税

口
座

を
開

設
し

た
日

か
ら

当
該

契
約

不
履

行
等

事
由

が
生

じ
た

日
ま

で
の

間
に

交
付

し
た

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
の

配
当

等
に

つ
い

て
「

種
類

」
、

「
銘

柄
」

、
「

交
付

を
受

け
た

配
当

等
の

額
」

及
び

「
交

付
を

受
け

た
特

別
分

配
金

の
額

」
を

記
載

し
た

明
細

書
を

作
成

し
、

添
付

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

非
課

税
口

座
内

上
場

株
式

等
の

配
当

等
に

係
る

第
1
8
条

の
1
5
の

９
第

２
項

第
1
2
号

イ
に

規
定

す
る

控
除

外

国
所

得
税

相
当

額
又

は
控

除
所

得
税

相
当

額
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

明
細

書
に

こ
れ

ら
の

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑾
そ

の
法

第
3
7
条

の
1
4
第

１
項

に
規

定
す

る
営

業
所

に
当

該
非

課
税

口
座

が
開

設
さ

れ
て

い
た

第
1
8
条

の
1
5
の

９
第

１
項

の
金

融
商

品
取

引
業

者
等

が
そ

の
年

に
お

い
て

当
該

非
課

税
口

座
に

施
行

令
第

2
5
条

の
1
3
第

１
項

に
規

定
す

る
上

場

株
式

等
を

受
け

入
れ

な
い

こ
と

と
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

「
摘

要
」

の
欄

に
記

載
す

る
こ

と
。

３
こ

の
報

告
書

を
未

成
年

者
口

座
年

間
取

引
報

告
書

と
し

て
使

用
す

る
場

合
に

は
３

同
左

、
こ

の
報

告
書

の
表

の
「

非
課

税
口

座
年

間
取

引
報

告
書

」
の

字
句

を
抹

消
し

、

次
の

要
領

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

⑴
～

⑹
省

略
⑴

～
⑹

同
左
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⑺
「

そ
の

年
1
2
月

3
1
日

に
受

け
入

れ
て

い
る

上
場

株
式

等
の

購
入

の
代

価
の

額
⑺

「
そ

の
年

1
2
月

3
1
日

に
受

け
入

れ
て

い
る

上
場

株
式

等
の

購
入

の
代

価
の

額

に
相

当
す

る
金

額
」

の
欄

、
「

そ
の

他
」

の
欄

及
び

「
課

税
対

象
所

得
等

の
状

に
相

当
す

る
金

額
」

の
欄

及
び

「
そ

の
他

」
の

欄
に

は
、

記
載

を
要

し
な

い
。

況
」

の
欄

に
は

、
記

載
を

要
し

な
い

。

⑻
～

⑿
省

略
⑻

～
⑿

同
左

４
こ

の
報

告
書

を
非

課
税

口
座

年
間

取
引

報
告

書
と

し
て

使
用

す
る

場
合

に
お

い

て
、

「
課

税
対

象
所

得
等

の
状

況
」

の
欄

に
記

載
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

は
、

当

該
事

項
を

記
載

し
た

書
面

（
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
に

準
ず

る

。
）

の
添

付
を

も
つ

て
同

欄
の

記
載

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

５
省

略
４

同
左

別
表

第
七

の
二

備
考

１
こ

の
報

告
書

は
、

法
第

3
8
条

の
２

第
４

項
の

報
告

書
に

つ
い

て
使

用
す

る
こ

と
。

２
こ

の
報

告
書

の
記

載
の

要
領

は
、

次
に

よ
る

。

⑴
「

住
所

（
居

所
）

」
及

び
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

は
、

こ
の

報
告

書
を

作
成

す
る

日
の

現
況

に
よ

る
住

所
又

は
居

所
、

氏
名

及
び

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
５

項
に
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規
定

す
る

個
人

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑵
「

特
定

暗
号

資
産

の
名

称
」

の
欄

に
は

、
Ｂ

Ｔ
Ｃ

、
Ｅ

Ｔ
Ｈ

、
Ｘ

Ｒ
Ｐ

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

⑶
「

年
始

数
量

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
の

１
月

１
日

に
お

い
て

対
象

者
（

第
1
8

条
の

1
7
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

対
象

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
た

め
に

管
理

を
し

て
い

る
特

定
暗

号
資

産
（

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
定

暗
号

資
産

を
い

う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

総
数

量
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑷
「

年
中

購
入

数
量

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
い

て
対

象
者

が
取

得
（

第
1
8

条
の

1
7
第

３
項

第
３

号
ハ

に
規

定
す

る
取

得
を

い
う

。
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
し

た
特

定
暗

号
資

産
の

総
数

量
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑸
「

年
中

購
入

金
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
い

て
対

象
者

が
取

得
を

し
た

特
定

暗
号

資
産

の
対

価
の

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑹
「

年
中

売
却

数
量

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
い

て
対

象
者

が
譲

渡
（

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

譲
渡

を
い

う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

し
た

特
定

暗
号

資
産

の
総

数
量

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑺
「

年
中

売
却

金
額

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
い

て
対

象
者

が
譲

渡
を

し
た

特
定

暗
号

資
産

の
対

価
の

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑻
「

移
入

数
量

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
い

て
受

入
れ

（
対

象
者

が
行

つ
た

取
得

に
よ

る
も

の
を

除
く

。
）

を
し

た
特

定
暗

号
資

産
の

総
数

量
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑼
「

移
出

数
量

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
に

お
い

て
移

転
（

対
象

者
が

行
つ

た
譲

渡
に

よ
る

も
の

を
除

く
。

）
を

し
た

特
定

暗
号

資
産

の
総

数
量

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑽
「

年
末

数
量

」
の

欄
に

は
、

そ
の

年
の

1
2
月

3
1
日

に
お

い
て

対
象

者
の

た
め

に
管

理
を

し
て

い
る

特
定

暗
号

資
産

の
総

数
量

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑾
「

支
払

手
数

料
」

の
欄

に
は

、
そ

の
年

に
お

い
て

対
象

者
と

の
間

で
行

つ
た

特
定

暗
号

資
産

に
つ

い
て

の
取

得
又

は
譲

渡
に

係
る

手
数

料
そ

の
他

当
該

取
得

又
は

譲
渡

の
た

め
に

要
し

た
費

用
の

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

⑿
⑵

か
ら

⑾
ま

で
の

欄
に

は
、

特
定

暗
号

資
産

の
種

類
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

⒀
納

税
管

理
人

が
明

ら
か

な
場

合
に

は
、

そ
の

氏
名

及
び

住
所

又
は

居
所

を
「

摘
要

」
の

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。

⒁
対

象
者

が
非

居
住

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
「

摘
要

」
の

欄
に

（
非

）
と

記
載
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す
る

こ
と

。

３
合

計
表

を
こ

の
様

式
に

準
じ

て
作

成
し

、
添

付
す

る
こ

と
。

別
表

第
八

㈠
別

表
第

八
㈠

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

（
表

部
分

の
改

正
に

つ
い

て
は

省
略

）
（

表
部

分
の

改
正

に
つ

い
て

は
省

略
）

（
備

考
）

（
備

考
）

１
省

略
１

同
左

２
「

住
宅

借
入

金
等

の
内

訳
」

の
欄

に
は

、
こ

の
証

明
書

に
よ

り
証

明
を

す
る

住
２

「
住

宅
借

入
金

等
の

内
訳

」
の

欄
に

は
、

こ
の

証
明

書
に

よ
り

証
明

を
す

る
住

宅
借

入
金

等
（

法
第

4
1
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

住
宅

借
入

金
等

を
い

う
。

以
宅

借
入

金
等

（
法

第
4
1
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

住
宅

借
入

金
等

又
は

法
第

4
1

下
こ

の
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
同

項
に

規
定

す
る

住
宅

の
取

得
等

若
し

く
は

同
条

の
３

の
２

第
３

項
各

号
に

規
定

す
る

増
改

築
等

住
宅

借
入

金
等

を
い

う
。

以
下

条
第

６
項

に
規

定
す

る
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

に
係

る
も

の
、

当
該

住
宅

の
こ

の
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
法

第
4
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

の
取

得
等

若

取
得

等
若

し
く

は
当

該
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

に
係

る
土

地
若

し
く

は
当

該
し

く
は

同
条

第
1
0
項

に
規

定
す

る
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

若
し

く
は

法
第

4
1

土
地

の
上

に
存

す
る

権
利

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
土

地
等

」
と

い
う

。
）

の
条

の
３

の
２

第
１

項
、

第
５

項
若

し
く

は
第

８
項

に
規

定
す

る
住

宅
の

増
改

築
等

取
得

に
係

る
も

の
又

は
当

該
住

宅
の

取
得

等
若

し
く

は
当

該
認

定
住

宅
等

の
新

築
（

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

住
宅

の
増

改
築

等
」

と
い

う
。

）
に

係
る

も
の

、
当

取
得

等
及

び
当

該
土

地
等

の
取

得
に

係
る

も
の

の
別

に
応

じ
、

該
当

す
る

番
号

を
該

住
宅

の
取

得
等

若
し

く
は

当
該

認
定

住
宅

等
の

新
築

取
得

等
若

し
く

は
当

該
住

〇
で

囲
む

こ
と

。
宅

の
増

改
築

等
に

係
る

土
地

若
し

く
は

当
該

土
地

の
上

に
存

す
る

権
利

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
土

地
等

」
と

い
う

。
）

の
取

得
に

係
る

も
の

又
は

当
該

住
宅

の

取
得

等
若

し
く

は
当

該
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

若
し

く
は

当
該

住
宅

の
増

改

築
等

及
び

当
該

土
地

等
の

取
得

に
係

る
も

の
の

別
に

応
じ

、
該

当
す

る
番

号
を

〇

で
囲

む
こ

と
。

３
「

住
宅

借
入

金
等

の
金

額
」

の
欄

に
は

、
当

該
住

宅
借

入
金

等
の

金
額

の
そ

の
３

同
左

年
1
2
月

3
1
日

（
そ

の
者

が
死

亡
し

た
日

の
属

す
る

年
に

あ
つ

て
は

、
同

日
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
け

る
残

高
等

に
つ

い
て

、
次

に
よ

り
記

載
す

る

こ
と

。

⑴
省

略
⑴

同
左

⑵
「

住
宅

借
入

金
等

の
金

額
」

の
「

当
初

金
額

」
の

欄
に

は
、

当
該

住
宅

借
入

⑵
「

住
宅

借
入

金
等

の
金

額
」

の
「

当
初

金
額

」
の

欄
に

は
、

当
該

住
宅

借
入

金
等

（
当

該
住

宅
借

入
金

等
が

第
1
8
条

の
2
1
第

８
項

第
１

号
ロ

に
規

定
す

る
特

金
等

（
当

該
住

宅
借

入
金

等
が

第
1
8
条

の
2
1
第

８
項

第
１

号
ロ

又
は

第
1
8
条

の

定
借

入
金

等
（

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

特
定

借
入

金
等

」
と

い
う

。
）

で
あ

2
3
の

２
の

２
第

1
1
項

第
３

号
に

規
定

す
る

特
定

借
入

金
等

（
以

下
こ

の
表

に
お

る
場

合
に

は
、

当
該

特
定

借
入

金
等

に
係

る
同

号
ロ

に
規

定
す

る
当

初
の

住
宅

い
て

「
特

定
借

入
金

等
」

と
い

う
。

）
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
特

定
借

入
金

借
入

金
等

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
当

初
の

住
宅

借
入

金
等

」
と

い
う

。
）

等
に

係
る

第
1
8
条

の
2
1
第

８
項

第
１

号
ロ

に
規

定
す

る
当

初
の

住
宅

借
入

金
等
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）
の

そ
の

借
入

れ
を

し
た

金
額

又
は

そ
の

債
務

の
額

と
し

て
負

担
を

し
た

金
額

及
び

第
1
8
条

の
2
3
の

２
の

２
第

1
1
項

第
３

号
に

規
定

す
る

当
初

の
増

改
築

等
住

及
び

当
該

住
宅

借
入

金
等

（
当

該
住

宅
借

入
金

等
が

特
定

借
入

金
等

で
あ

る
場

宅
借

入
金

等
、

断
熱

改
修

住
宅

借
入

金
等

又
は

多
世

帯
同

居
改

修
住

宅
借

入
金

合
に

は
、

当
該

特
定

借
入

金
等

に
係

る
当

初
の

住
宅

借
入

金
等

）
に

係
る

契
約

等
（

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

当
初

の
住

宅
借

入
金

等
」

と
い

う
。

）
）

の
そ

を
締

結
し

た
日

の
年

月
日

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
の

借
入

れ
を

し
た

金
額

又
は

そ
の

債
務

の
額

と
し

て
負

担
を

し
た

金
額

及
び

当

該
住

宅
借

入
金

等
（

当
該

住
宅

借
入

金
等

が
特

定
借

入
金

等
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
特

定
借

入
金

等
に

係
る

当
初

の
住

宅
借

入
金

等
）

に
係

る
契

約
を

締
結

し
た

日
の

年
月

日
を

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

４
「

償
還

期
間

又
は

賦
払

期
間

」
の

欄
に

は
、

当
該

住
宅

借
入

金
等

（
当

該
住

宅
４

「
償

還
期

間
又

は
賦

払
期

間
」

の
欄

に
は

、
当

該
住

宅
借

入
金

等
（

当
該

住
宅

借
入

金
等

が
特

定
借

入
金

等
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
特

定
借

入
金

等
に

係
る

当
借

入
金

等
が

特
定

借
入

金
等

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

特
定

借
入

金
等

に
係

る
当

初
の

住
宅

借
入

金
等

）
に

係
る

契
約

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
法

第
4
1
条

第
１

初
の

住
宅

借
入

金
等

）
に

係
る

契
約

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
法

第
4
1
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

償
還

期
間

又
は

賦
払

期
間

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
項

各
号

又
は

第
4
1
条

の
３

の
２

第
３

項
各

号
に

規
定

す
る

償
還

期
間

又
は

賦
払

期

間
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
（

当
該

住
宅

借
入

金
等

が
同

項
第

４
号

に
掲

げ
る

借

入
金

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

「
（

摘
要

）
」

欄
に

「
死

亡
時

一
括

償
還

」
と

記

載
す

る
こ

と
）

。

５
「

居
住

用
家

屋
の

取
得

の
対

価
等

の
額

又
は

増
改

築
等

に
要

し
た

費
用

の
額

」
５

「
居

住
用

家
屋

の
取

得
の

対
価

等
の

額
又

は
増

改
築

等
に

要
し

た
費

用
の

額
」

の
欄

に
は

、
当

該
住

宅
借

入
金

等
に

係
る

債
権

者
が

法
第

4
1
条

第
１

項
第

２
号

か
の

欄
に

は
、

当
該

住
宅

借
入

金
等

に
係

る
債

権
者

が
法

第
4
1
条

第
１

項
第

２
号

か

ら
第

４
号

ま
で

に
掲

げ
る

債
務

に
係

る
債

権
者

（
施

行
令

第
2
6
条

第
1
0
項

第
１

号
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
債

務
に

係
る

債
権

者
（

施
行

令
第

2
6
条

第
1
0
項

第
１

号

又
は

第
２

号
に

掲
げ

る
借

入
金

に
係

る
債

権
者

及
び

第
1
8
条

の
2
2
第

１
項

第
２

号
又

は
第

２
号

に
掲

げ
る

借
入

金
に

係
る

債
権

者
及

び
第

1
8
条

の
2
2
第

１
項

第
２

号

に
掲

げ
る

債
務

に
係

る
独

立
行

政
法

人
勤

労
者

退
職

金
共

済
機

構
を

含
む

。
）

で
に

掲
げ

る
債

務
に

係
る

独
立

行
政

法
人

勤
労

者
退

職
金

共
済

機
構

を
含

む
。

）
又

あ
る

場
合

に
は

、
法

第
4
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

居
住

用
家

屋
の

新
築

の
工

事
の

は
法

第
4
1
条

の
３

の
２

第
３

項
第

２
号

若
し

く
は

第
３

号
に

掲
げ

る
債

務
に

係
る

請
負

代
金

若
し

く
は

建
築

後
使

用
さ

れ
た

こ
と

の
な

い
当

該
居

住
用

家
屋

若
し

く
債

権
者

（
施

行
令

第
2
6
条

の
４

第
1
2
項

第
１

号
に

掲
げ

る
借

入
金

に
係

る
債

権
者

は
同

項
に

規
定

す
る

既
存

住
宅

の
取

得
の

対
価

の
額

若
し

く
は

同
項

に
規

定
す

る
を

含
む

。
）

で
あ

る
場

合
に

は
、

法
第

4
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

居
住

用
家

屋
の

増
改

築
等

に
要

し
た

費
用

の
額

又
は

同
条

第
６

項
に

規
定

す
る

認
定

住
宅

等
の

新
新

築
の

工
事

の
請

負
代

金
若

し
く

は
建

築
後

使
用

さ
れ

た
こ

と
の

な
い

当
該

居
住

築
の

工
事

の
請

負
代

金
若

し
く

は
建

築
後

使
用

さ
れ

た
こ

と
の

な
い

当
該

認
定

住
用

家
屋

若
し

く
は

同
項

に
規

定
す

る
既

存
住

宅
の

取
得

の
対

価
の

額
若

し
く

は
同

宅
等

の
取

得
の

対
価

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

項
に

規
定

す
る

増
改

築
等

に
要

し
た

費
用

の
額

若
し

く
は

同
条

第
1
0
項

に
規

定
す

る
認

定
住

宅
等

の
新

築
の

工
事

の
請

負
代

金
若

し
く

は
建

築
後

使
用

さ
れ

た
こ

と

の
な

い
当

該
認

定
住

宅
等

の
取

得
の

対
価

の
額

又
は

住
宅

の
増

改
築

等
に

要
し

た

費
用

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

別
表

第
八

㈡
別

表
第

八
㈡

令
和

年
分

住
宅

取
得

資
金

に
係

る
借

入
金

等
の

年
末

残
高

等
調

書
令

和
年

分
住

宅
取

得
資

金
に

係
る

借
入

金
等

の
年

末
残

高
等

調
書

省
略

同
左
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備
考

備
考

１
省

略
１

同
左

２
こ

の
調

書
の

記
載

の
要

領
は

、
次

に
よ

る
。

２
同

左

⑴
・

⑵
省

略
⑴

・
⑵

同
左

⑶
「

住
宅

借
入

金
等

の
内

訳
」

の
欄

に
は

、
住

宅
借

入
金

等
（

法
第

4
1
条

第
⑶

「
住

宅
借

入
金

等
の

内
訳

」
の

欄
に

は
、

住
宅

借
入

金
等

（
法

第
4
1
条

第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
住

宅
借

入
金

等
を

い
う

。
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

同
１

項
各

号
に

規
定

す
る

住
宅

借
入

金
等

を
い

う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

同
項

に
規

定
す

る
住

宅
の

取
得

等
若

し
く

は
同

条
第

６
項

に
規

定
じ

。
）

の
同

項
に

規
定

す
る

住
宅

の
取

得
等

若
し

く
は

同
条

第
1
0
項

に
規

定

す
る

認
定

住
宅

等
の

新
築

取
得

等
に

係
る

も
の

、
当

該
住

宅
の

取
得

等
若

し
す

る
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

に
係

る
も

の
、

当
該

住
宅

の
取

得
等

若
し

く
は

当
該

認
定

住
宅

等
の

新
築

取
得

等
に

係
る

土
地

若
し

く
は

当
該

土
地

の
く

は
当

該
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

に
係

る
土

地
若

し
く

は
当

該
土

地
の

上
に

存
す

る
権

利
（

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

土
地

等
」

と
い

う
。

）
の

取
上

に
存

す
る

権
利

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
土

地
等

」
と

い
う

。
）

の
取

得
に

係
る

も
の

又
は

当
該

住
宅

の
取

得
等

若
し

く
は

当
該

認
定

住
宅

等
の

新
得

に
係

る
も

の
又

は
当

該
住

宅
の

取
得

等
若

し
く

は
当

該
認

定
住

宅
等

の
新

築
取

得
等

及
び

当
該

土
地

等
の

取
得

に
係

る
も

の
の

別
に

応
じ

、
該

当
す

る
築

取
得

等
及

び
当

該
土

地
等

の
取

得
に

係
る

も
の

の
別

に
応

じ
、

該
当

す
る

番
号

を
〇

で
囲

む
こ

と
。

番
号

を
〇

で
囲

む
こ

と
。

⑷
・

⑸
省

略
⑷

・
⑸

同
左
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